
平成 19 年 4 月 1 日 

各 位 

 

島根県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 
審判部長   伊藤浩 

 

平成平成平成平成 18181818----19191919 年度年度年度年度    島根県公認審判員新規手続島根県公認審判員新規手続島根県公認審判員新規手続島根県公認審判員新規手続きのきのきのきの御案内御案内御案内御案内    
 

 

１.島根県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会公認審判員登録料（平成 18-19 年･･･２年間） 

登録料 5,000 円です。 

２.島根県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会公認審判員認定料（平成 18-19 年･･･２年間） 

       公認認定料は、3,000 円です。 

 

 

 別紙、審判登録申請書に御記入し、下記に送付願います。必ず推薦者のサイン・捺印が必要にな

ります。 

 

写真については、3cm×4cm のカラー写真を貼付してください。公認証の写真に使います。 

登録料ならびに 認定料（合わせて 8000 円）を下記の振込先に納入してください。よろしくお願い

致します。振り込み手数料については、各自の負担でお願いいたします。 

 

 

 

記 

 

申請書の送付先： 〒690-2402  

雲南市三刀屋町給下 908-8 

                 細木竜次 宛 

 

島根県公認審判登録料・認定料の振込先 

           山陰合同銀行 矢上出張所 

店番  口座番号 

                   ０３９  ３６０３７２２ 

        名義：島根県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会審判部 代表 伊藤 浩 

 

登録・認定料：８，０００円 

 

 

 

 

 
以上 

 

 

 

 

 


